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第三者調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ 

 

当社は、2023 年１月23日付「第三者調査委員会の設置及び労働訴訟の解決に関するお知らせ」にて公表

いたしましたとおり、当社 東京支店における不適切行為に関して、独立した中立・公正な外部専門家のみ

で構成された第三者調査委員会（以下「本委員会」と言います。）を設置し、調査を実施いたしました。 

本日、本委員会より調査報告書を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

株主の皆さまをはじめ、お客さまやお取引関係者の皆さま、ならびに当社に関係する全ての皆さまに多大

なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。 

 

記 

１． 本委員会の調査結果 

本委員会の調査結果につきましては、添付の「調査報告書（公表版）」をご覧ください。なお、調査報

告書（公表版）につきましては、個人情報および機密情報保護等の観点から部分的な非開示措置を施し

ておりますことをご了承ください。 

 

２．再発防止に向けた取り組み 

調査報告書における、本件不適切行為に対する再発防止策の提言を受け、弊社は以下を重点事項とし

て対策を講じ、信頼の回復に向けて全力で取り組んでまいります。 

① 人事関連 

・遠隔地に営業拠点を設置する際の責任者は、本社での責任者経験者とする。やむを得ず、新たに

現地採用して配置する場合には、「コントローラー」的な人物を配属する。 

・リファラル（社員紹介）採用時には、紹介者と被紹介者を同一部署に配属しない。やむを得ず同

一部署に配属する場合には、直接の指揮命令関係の立場にしない。 

② 契約管理 

・契約管理規程を定めて運用するとともに、定期的な見直しを図る。（2022 年 6月施行済。） 

・新設した同規程において、今回の提言と関連する主な事項は、以下の通り。 

・契約書案の作成時は、コンプライアンス室が内容を検討、支援・指導を行う。 

・新規取引契約書の取り交わしや単発的に行う契約を締結する際には、コンプライアンス室

による事前審査を要する。 

・一定金額以上の契約を締結する際、契約相手先の代表者または案件責任者と当社代表者の

間に面識がない場合は、事前面談を実施する。 

・外部通報制度を取引先に周知させるため、定期的な告知を実施する。 



 

③ 監査体制および報告ルート 

・三様監査（内部監査部門、監査等委員会、会計監査人）の連携強化を図るため、内部監査部門を

監査等委員会配下の組織とすることを検討する。 

・内部監査規程を見直し、以下を明確化する。 

・文書保存や不正リスク防止監査に関する条文を追加する。 

・内部監査実施報告の重要事項は、取締役会への報告事項とする。 

④ 経理部門による牽制強化 

・支払い時における請負契約の成果物確認を徹底する。また、一定額以上の現金支払を認めない旨、

経理規程を改定し、社内に周知徹底する。 

 

上記に留まらず、当社は企業統治の実効性を高めるため、内部統制システムの継続的改善に取り組んで

まいります。 

 

３．関係者の処分 

調査報告書で指摘されている、注意義務違反や善管注意義務違反の責任があるとされている関係者に

対する処分について、独立社外取締役全員により改めて検討いたしました。その結果、不適切行為が発

覚した直後に行った処分（減給処分等）の内容は相応であり、当時の処分の際に対象ではなかった者を

含め、追加的な処分を行うには至らないとの結論となりました。 

 

４．業績への影響 

今回、社内調査で判明しました、東京支店における不適切行為は、2012年３月から８年間に及ぶもの

であります。各事業年度において会計処理が終わっており、現時点で明らかになっている、過年度の会

計処理に影響を及ぼす事項はないと判断しております。今後、開示すべき事項が発生した場合には速や

かにお知らせいたします。 

 

以 上 


































































































